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(その 2)

1 収支の総括表

収

(前年からの繰越額)
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(本年の収入額)

支
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総
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同一の者からの寄附(イに該当するものを除く。)で、その金額の合計額が、年間5万円を超えるものについては(その7)の内訳欄に、その寄附
をした者の氏名、住所及び職業並ぴに金額及び年月日を記載しなければなりません。なお、租税特別措置法第41条の18の適用を受けようとする場合
は、その金額にかかわらず同じく内訳欄の記載が必要です。以上に該当しないものは、(その7)の「その他の寄附」欄にまとめて記載してくださ
イに該当する寄附について(その9)に同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに年月日及び場所を記載してください'
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(その田

(6) その他の収入

摘要(1件10万円以上のもの)
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注)その他の収入(個人が負担する党費又は会費、寄附、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金及び本部又は支部から供与された交付
金に係る収入以外の収入をいいます。)については、1件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が10万円以上のものに
ついて、その基因となった事実並びにその金額及び年月日を記載すること。
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(その 7)

(フ)

寄付者

寄附 の

の

内訳

氏名

ノー、

金 額 年月日

そ

の

の

頁

注)個人からの寄附のうち、特定寄附については、例えぱ、甲野太郎(公職の候補者)が当該資金管理団体の届出をした者である場合、「寄附者の氏名」欄
に「(特)甲野太郎」というように記載すること。
(特定寄附とは、公職の候補者が政党から受けた政治活動に関する寄附の全部又は一部をその資金管理団体に寄附することをいいます。)
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(その17)

1 資産等の総括表
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(その2の

添付 類(別添のとおり)

1 領収書等の写し

監査意見書(政党及び政治資金団体に限る。)

政治資金規正法監査報告書(国会議員関係政治団体に限る。)

(

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和 7年3月/テ日

(備考)

/"'＼

圭二
^

「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自署すること。
解散に伴う収支報告書の場合については、代表者であった者の記名押印又は署名が必要であり、署名は必ず代表者本人が自署すること。

政治団体の名称

会計責任者の氏名

代表者の氏名.(解散団体のみ)
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